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　首長講演 １－１ ○ 泉 房 穂 1
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　地方公務員制度 ２－３ ○ 岡 﨑 洋 子 6
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　自治体行政学 ２－６ ○ 大 森 彌

自治大学校 教授

自治大学校 客員教授

自治大学校 教授

東京大学大学院　教授

学習院大学法務研究科 教授

東京大学 名誉教授 9

3 公共政策総論

　自治体経営管理論 ３－１ ○ 鬼 澤 慎 人 ㈱ヤマオコーポレーション 代表取締役 10

　行政経営の理論と実践 ３－２ ○ 宮 脇 淳 北海道大学法学研究科・公共政策大学院 教授 11

　政策法務 ３－３ ○ 北 村 喜 宣 上智大学法学部 教授 12

赤 坂 克 也 総務省統計研究研修所 教官

羽 渕 達 志 独立行政法人統計センター統計情報・技術部指導官

4 公共政策各論

　地域政策とまちづくりの課題 ４－１ ○ 藻 谷 浩 介 ㈱日本総合研究所調査部 主席研究員 14

　地域経済の活性化と産業政策 ４－２ ○ 岡 田 知 弘 京都大学大学院経済学研究科 教授 15
　環境政策の推進による持続可能な
　地域づくり

４－３ ○ 中 口 毅 博 芝浦工業大学システム理工学部 教授 16

　災害危機管理 ４－４ ○ 目 黒 公 郎 東京大学生産技術研究所 都市基盤安全工学国際研究ｾﾝﾀｰ長 17

　多文化共生と地域社会 ４－５ ○ 田 村 太 郎 （一財）ダイバーシティ研究所 代表理事 18

　自治体の教育行政・制度とその課題 ４－６ ○ 村 上 祐 介 東京大学大学院教育学研究科　准教授 19

5 行政経営

　地方公共団体における女性職員の
　活躍・ 働き方改革の推進

５－１ ○ 中 里 吉 孝 総務省自治行政局公務員部公務員課女性活躍・人材活用推進室長 20

　人間関係論 ５－２ ○ 高 田 朝 子 法政大学経営大学院ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 教授 21

ワークライフバランス ５－３ ○ 佐 々 木 常 夫 ㈱佐々木常夫マネージメント・リサーチ 代表取締役 22

　組織、行政の危機管理 ５－４ ○ 田 中 正 博 ㈱田中危機管理広報事務所 代表取締役社長 23

　情報公開と個人情報保護 ５－５ ○ 宇 賀 克 也 東京大学大学院法学政治学研究科　教授 24

　住民訴訟 ５－６ ○ 松 崎 勝 弁護士 25

6 演習

  事例演習［テキスト型、持寄型］ ６－１ ○ 野 上 豊 他 自治大学校 客員教授 他 26

ファシリテーション演習 ６－２ ○ 庄 嶋 孝 広 他 市民社会パートナーズ 代表 他 27

「－」はシラバスなし

第１部･第２部特別課程　第34期　シラバス一覧
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１－１ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 首長講演 

時 限 数 ２時限 

担 当 講 師 

兵庫県明石市長  泉 房穂 

＜プロフィール＞ 

1963年、明石市生まれ。明石西高校、東京大学（教育学部）卒業。 

NHK、テレビ朝日のディレクターを経て弁護士に。 

2003年、衆議院議員に当選。超党派での議員立法の制定に奔走。 

2007年、社会福祉士の資格を取得。 

2011年、明石市長に就任。 

「支援を必要とするすべての人に、その人が必要とする支援を」をモットー

に、国に先立つ全国初の“あたりまえ”の施策を次々に展開し、明石市の人

口・出生数・税収の V字回復を実現。現在２期目。 

ね ら い 

人口減少時代の中、明石市では「こどもを核としたまちづくり」を掲げ、こ

ども・子育て支援に予算を大幅シフトした結果、４年前から人口増が続いてお

り、また、税収や基金も増加している。 

明石市の取り組みから、行政経営のあり方、今日の基礎自治体・公務員のあ

るべき姿などについて講義を行う。 

講 義 概 要 

明石市では、「こどもを核としたまちづくり」を最重要キーワードに掲げ、中

学生までのこども医療費の無料化、第二子以降の保育料無料化（ともに所得制

限なし）などの負担軽減策をはじめ、こども・子育て支援に本気で取り組んで

いる。 

その結果、20～30代の子育て層を中心に転入者が大幅に増加し、人口および

出生数のＶ字回復を実現した。 

上記施策の内容及びその効果（５つの V 字回復）に触れながら、人口減少社

会における自治体経営の一つのモデルケースとして明石市の取り組みを紹介す

るとともに、市民ニーズが複雑多様化する中で基礎自治体や公務員がどうある

べきか、国と地方のあり方についても言及しながら提案する。 

受講上の注意 なし 

使 用 教 材 パワーポイント、配布資料 

効 果 測 定 なし 

そ の 他 

(他の課目との関連) 
なし 

－１－



１－２

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 
【特別講演】これからの自治体職員の果たすべき役割について 

～ストップ少子化・地方元気戦略～ 

時 限 数 １時限 

担 当 講 師 

株式会社 野村総合研究所 顧問 増田 寛也 

＜プロフィール＞ 

1951年生まれ。 

東京大学法学部卒業。 

１９７７年建設省（現 国土交通省）入省。 

１９９５年岩手県知事に就任し、改革派知事として構造改革に取り組む。 

２００７年より安倍、福田両内閣の総務大臣、内閣府特命担当大臣（地方分権改革

担当）を務め、「地方の元気が日本の力」として地方分権を推進。 

２００９年より、㈱野村総合研究所顧問、東京大学公共政策大学院客員教授として

活躍されている。 

ね ら い 

日本創成会議で提言した「ストップ少子化 地域元気戦略」の概要、さらには総務

大臣や岩手県知事としてのご経験を踏まえ、これからの自治体の果たす役割などに

ついて講義を行う。 

講 義 概 要 

人口動態の分析から、2040年には人口減で地方の消滅可能性が高まり、地方人

口を吸引し続ける大都市圏だけが存在する「極点社会」の到来が予想される。

2020年の東京五輪開催は、長期人口動態を見据えた国のあり方を考え直すチャ

ンスと指摘できるだろう。国際競争を勝ち抜く大都市の課題と中長期的に存続

可能な地方経済社会の構築への提言を行う。 

受講上の注意 
特になし。 

使 用 教 材 

レジュメ

・増田寛也編著 「地方消滅 東京一極集中が招く人口急減」

中公新書 

効 果 測 定 

そ の 他 

(他の課目との関連) 

－２－



１－３ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 最近の経済・金融情勢 

時 限 数 ２時限 

担 当 講 師 

＜プロフィール＞ 

ＳＭＢＣ日興証券 金融経済調査部部長 金融財政アナリスト 

氏名 末澤 豪謙（すえざわ ひでのり） 

＜プロフィール＞ 

昭和５９年      大阪大学法学部卒業、同年、三井銀行入行 

平成１２年      さくら証券投資戦略室長  

平成１４年      大和証券ＳＭＢＣ債券部チーフストラテジスト 

平成１８年      大和証券ＳＭＢＣ債券調査部長 チーフストラテジスト 

平成２１年      三井住友銀行へ復籍、日興コーディアル証券へ異動 

日興コーディアル証券国際市場分析共同部長 

平成２３年   ＳＭＢＣ日興証券金融市場調査部長チーフストラテジスト 

平成２５年   ＳＭＢＣ日興証券金融経済調査部部長金融財政アナリスト 

財政制度等審議会委員（財務省）、国の債務管理の在り方懇談会委員（財務省）、地方債

調査研究委員会委員（総務省）、行政刷新会議：事業仕分け第三弾（特別会計）民間評

価者、2014年 2 月衆院予算委員会中央公聴会で公述人を務めた。消費税点検会合（2014

年 11 月）に出席。2016年 2 月衆院財務金融委員会で参考人を務めた。速報性のある包

括的な消費関連指標の在り方に関する研究会（総務省）構成員。 

ね ら い 

日本経済を取り巻く内外の情勢、課題や今後の展望等について講義。 

内外の金融市場の状況や最近の時事問題等、トピックな問題についても積極的

に取り上げることで、地方行政等において、フォワードルッキング（将来を見

通した対応）な取組みへの理解に資することを期待。 

講 義 概 要 

１. 最近の内外経済・金融市場の状況

２. 内外の金融政策

３. 地政学的リスクや気象変動リスク

４. 新興国リスク

５. トランプ政権の課題

６. 欧州の選挙動向等

７.日本の財政の持続可能性等

受講上の注意 
・時事問題等について、新聞・テレビ等で日々、理解を深めておくこと。

・講義への集中力を高めるため、指名をして発言を求めることがある。

使 用 教 材 
・講義レジュメ（その他、参考資料配付予定）

効 果 測 定 
なし 

そ の 他 
(他の課目との関連) 

なし 

－３－



２－１ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 地方自治制度 

時 限 数 ７時限 

担 当 講 師 

自治大学校教授 矢後 雅司（やご まさし） 

＜プロフィール＞ 

平成 21年 総務省入省 

奈良県、内閣官房、総務省個人番号企画室、宮崎県串間市地方創生特命部長

（地方創生人材支援制度）を経て、平成29年４月より現職 

ね ら い 

 人口減少・高齢社会の進行に伴って大きく変貌を遂げてきた「地方自治制度」

について、その基本的な考え方や今般の地方自治法の改正内容等を理解するこ

とを目的とする 

講 義 概 要 

地方自治法の中心的な内容である、地方公共団体の組織及び運営に関する基

本的な事項を取り上げるとともに、平成29年６月に改正された地方自治法の改

正内容について講義を行う予定 

＜主な内容＞ 

・ 地方公共団体相互間の協力関係（連携協約、事務の代替執行等）

・ 地方分権改革が地方公共団体の事務と機能に与えた影響

・ 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の関係

（国等の関与、係争処理の制度等）

・ 地方公共団体の監査制度、住民監査請求と住民訴訟

受講上の注意 ｅ-ラーニングをしっかりと復習してから、講義に臨むこと 

使 用 教 材 

・ パワーポイント（講義用）

・ 宇賀克也「地方自治法概説（第７版）」（有斐閣）

・ 「地方自治制度 講義資料（平成29年10月）」

・ 「地方自治小六法（平成29年版）」（学陽書房）

効 果 測 定 講義後に効果測定（試験）を行う 

そ の 他 

(他の課目との関連) 
なし 

－４－



２－２ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 地方税財政制度 

時 限 数 ５時限 

担 当 講 師 

自治大学校 客員教授 木村 功（きむら いさお） 

＜プロフィール＞ 

東大法卒、旧自治省（現総務省）へ。自治体において、財政課長(福井県、北

海道)、総務部長(奈良県、兵庫県)、副知事(京都府)等として自治体の財政運

営等を担当。自治省・総務省において、財政企画官、交付税課長、公営企業第

一課長、官房審議官（財政制度担当、公営企業・財務担当）等、主に地方財政

分野の政策立案や運用に参画。 

その後、公営企業金融公庫（現地方公共団体金融機構）理事、市町村職員中央

研修所（市町村アカデミー）副学長、地域総合整備財団（ふるさと財団）専務

理事等を歴任。 

この間、東京都立大学（現首都大学東京）客員教授、自治大学校客員教授（～

現在）。 

ね ら い 

自治体の全ての活動は財政の営みでもあります。今後、自治体の幹部職員と

して活躍されるためには、地方税財政制度の枠組みと当面する諸課題について

基礎的な素養と相応の見識が不可欠です。本講義では、国・地方を通じる厳し

い財政状況のもとで近年大きく変容してきた地方税財政制度について大局的・

鳥瞰的にとらえて、理解を深めることをねらいとします。 

講 義 概 要 

主に総務省、財務省等の最新資料等を用いて地方税財政制度の動向を概観す

るとともに、当面する課題と自治体の財政運営の方向性について考察します。

複雑で難解とされる地方税財政制度について、大づかみに理解できるようでき

るだけ平易にお話ししたいと思います。 

概ね、次のような内容を予定しています。 

自治体予算の見方、国と地方の財政状況、財源保障の仕組み 

消費税率改定と地方財政、地方税制の現状と課題、地方交付税の役割、 

地方債をめぐる動き、その他 

受講上の注意 

地方税財政の基礎的知識や専門用語について、参考図書やｅラーニングによっ

て事前に学習しておくことを期待します。 

また、所属する自治体の予算関係資料や議会での財政をめぐる論議等に目を通

しておくことを推奨します。 

使 用 教 材 
レジュメと配付資料

参考図書 「日本の地方財政」 神野直彦・小西砂千夫著  （有斐閣） 

効 果 測 定 レポート提出を予定

そ の 他 

(他の課目との関連) 
なし 

－５－



２－３ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 地方公務員制度 

時 限 数 ４時限 

担 当 講 師 

自治大学校教授 岡﨑 洋子 

＜プロフィール＞ 

平成 17年 総務省入省 

和歌山県市町村課、財政課、総務省合併推進課、内閣府公共サービス改革推進

室、総務省福利課、内閣府政策統括官（経済社会システム担当）付、個人情報

保護委員会事務局を経て、平成29年４月より現職 

ね ら い 

 地方公共団体を取り巻く環境の変化に伴い、地方公務員制度のあり方に大き

な関心が寄せられている。本講義では、自治体職員にとって、自らの身分及び

職務に関する根本基準を定めた地方公務員制度について、体系的に理解するこ

とをねらいとする。 

講 義 概 要 

基本法である地方公務員法を中心に、地方公務員に関連する各種法制度、労

働関係法制、さらに国家公務員制度との関係について概観していく。講義内容

の項目は以下のとおりである。過去の重要な判例や歴史的経緯、地方公務員法

改正等の最近の動きにも触れながら解説する。 

■地方公務員制度とは ■給与

■職員に適用される基準の通則 ■分限、懲戒

■任用 ■服務

■人事評価制度 ■職員の労働基本権

受講上の注意 ｅ-ラーニングを復習してから、講義に臨むことが望ましい。 

使 用 教 材 

・講義レジュメ（その他、参考資料配付予定）

・地方自治小六法（平成29年版）

・地方公務員制度講義資料

・猪野積 著『地方公務員制度講義 第５版』（第一法規）

効 果 測 定 試験による。 

そ の 他 

(他の課目との関連) 
なし 

－６－



２－４ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 憲法

時 限 数 ３時限

担 当 講 師 

東京大学大学院法学政治学研究科 教授 宍戸 常寿

平成 9 年 3 月 東京大学法学部卒業

平成 9 年 4 月 東京大学大学院法学政治学研究科助手

平成 12 年 10 月 東京都立大学法学部助教授 
平成 17 年 4 月 首都大学東京社会科学研究科法曹養成専攻助教授

平成 19 年 4 月 一橋大学大学院法学研究科准教授

平成 22 年 4 月 東京大学大学院法学政治学研究科准教授

平成 24 年 8 月 カリフォルニア州立大学バークレー校ロースクール客員

研究員（～平成 25 年 7 月） 
平成 25 年 10 月 東京大学大学院法学政治学研究科教授（現職） 

ね ら い 

憲法は中央政府（国）及び地方政府（地方公共団体）の基本法であるが，本講

義では，基本的人権の保障について総論的に概説するとともに，人権をめぐる

現代的課題を取り上げて考察し，個人が尊重される社会の維持・実現のために

地方政府のなすべきこと、してはならないことに関する感覚や視座を培うこと

をねらいとする。

講 義 概 要 

憲法学は、憲法総論、人権論、統治機構論から構成される。本講義では、人

権論を扱うが、必要に応じて憲法総論における立憲主義（憲法の基本原理）、統

治機構論における権力分立及び違憲審査制についても触れる。

 講義はレジュメの項目にしたがい、教科書の該当箇所を示しながら、関連す

る法令・判例を紹介しつつ進める。現段階では以下の講義項目を予定している。 
１ 立憲主義と個人の尊重／２ 基本的人権の観念／３ 基本的人権の裁判的

保障／４ プライバシー／５ 法の下の平等／６ 精神的自由／７ 経済的自

由／８ 参政権／９ 社会権

受講上の注意 
事前の予習が望ましい。教科書以外にも、憲法に関する新書や新聞記事などで、

人権保障と政府の役割について考えて受講に臨むことが期待される。

使 用 教 材 安西文雄・巻美矢紀・宍戸常寿『憲法学読本（第 2 版）』（有斐閣、2014 年） 

効 果 測 定 なし 

そ の 他 

(他の課目との関連) 
なし 
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２－５ 

講義・演習概要（シラバス）

第1部・第2部特別課程第34期（平成30年1月16日～平成30年2月9日） 

課 目 名 行政法 

時 限 数 ４時限 

担 当 講 師 

学習院大学法務研究科 教授 大橋 洋一 

＜プロフィール＞ 

1988年 東京大学大学院法学政治学研究科修了（法学博士） 

1988年 九州大学法学部助教授 

1998年 九州大学法学部教授 

1999年 九州大学大学院法学研究科教授 

2000年 九州大学大学院法学研究院教授 

2007年10月～ 現職 

ね ら い 

行政法の基礎にある基本的な思考方法、ものの見方、変化の動向について、

丁寧に説明したいと思います。決して多くの時間ではありませんが、今回の受

講を契機に、興味を持って自ら勉学に励む始動のきっかけにしていただければ

と思います。急激に変化している日本の行政法の動向を､具体例に則して解題し

ます。講義は、対話型を心がけますので、肩の力を抜いて、積極的に発言いた

だければと期待しています。行政法の面白さを少しでも伝えることができれば

と思います。 

講 義 概 要 

 行政法の基礎理論を中心に扱います。合わせて、地方分権や市民参加の具体

例を挙げて、行政法の制度設計について、条例の活用方法も含めて解説します。

各回の重点項目は､以下の通りです。具体例に則して、理解を深めることに努め

ます。 

第１回 法律による行政の原理 

第２回 法の一般原則 

第３回 法律・条例の役割 

第４回 地方分権と市民参加 

受講上の注意 テキストの該当箇所をあらかじめ読んだうえで受講して下さい。

使 用 教 材 
テキスト：大橋洋一著『行政法Ⅰ 現代行政過程論（第３版）』（有斐閣）

効 果 測 定 なし 

そ の 他 

(他の課目との関連) 

憲法や民法のほか、地方自治制度、政策法務、自治体訟務等とも密接に関わる

ので、関連性に着目して学習して下さい。 
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２－６ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 自治体行政学 

時 限 数 ２時限 

担 当 講 師 

東京大学 名誉教授 大森 彌（1940年東京生まれ。行政学・地方自治論） 

＜プロフィール＞ 

1968年 東京大学大学院博士課程修了、法学博士 

1971年 東京大学教養学部助教授 

1984年 東京大学教養学部教授 

1997年 東京大学大学院総合文化研究科長・教養学部長 

2000年 千葉大学法経学部教授、東京大学名誉教授 

2005年 千葉大学定年退職 

ね ら い 

人口減少時代の「地域創生」のゆくえは、今後の自治体行政に大きな影響を

もたらす。これを中心にして、地方自治の潮流を概観しつつ、自治体行政と自

治体職員の課題を検討する。 

講 義 概 要 

１ 自治体をめぐる動き 

（1）人口減少と「自治体消滅」論

（2）人口政策のゆくえ

（3）協働と連携

２ 自治体行政の課題 

（1）「地域創生」と住民力 

（2）地域共生社会の形成

（3）「人財」としての職員 

受講上の注意 特になし 

使 用 教 材 
・『自治体職員再論』（大森彌著：ぎょうせい、2015年） 

・『人口減少時代を生き抜く自治体』（大森彌著：第一法規、2017年） 

効 果 測 定 なし 

そ の 他 

(他の課目との関連) 
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３－１

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 自治体経営管理論 

時 限 数 ２時限 

担 当 講 師 

(株)ヤマオコーポレーション代表取締役 

NPO法人茨城県経営品質協議会理事  

鬼澤 慎人 

＜プロフィール＞ 

1985年に上智大学経済学部卒業後、(株)第一勧業銀行、米国投資銀行ソロモン･ブ

ラザーズにて、金融のプロフェッショナルとして活動。その後、茨城県に戻り、2000

年より(株)ヤマオコーポレーション代表取締役。 

1998年に経営品質の考え方に出会い、水戸経営品質研究会を設立。2003 年には NPO

法人 茨城県経営品質協議会となり代表理事に就任。 

現在は、全国各地で経営品質の普及・支援活動に積極的に取り組むとともに、行政

（高知県庁・三重県庁など）へも行政経営品質向上の支援を行っている。 

ね ら い 
行政運営を経営と捉え、その品質を向上して市民から見て価値の高い行政サービス

を提供するための考え方や方法を理解することをねらいとする。

講 義 概 要 

受講上の注意 

使 用 教 材 講義レジュメ

効 果 測 定 なし

そ の 他 

(他の課目との関連) 
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３－２ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 行政経営の理論と実践 

時 限 数 ２時限 

担 当 講 師 

北海道大学法学研究科・公共政策大学院 教授 宮脇 淳 

＜プロフィール＞ 

昭和54年３月  日本大学法学部卒業 

昭和54年４月～ 参議院事務局参事 

昭和58年４月～ 経済企画庁物価局 

昭和60年４月～ ㈱日本総合研究所主席研究員 

平成８年４月～ 北海道大学法学研究科教授 

平成15年４月～ 同大学公共政策大学院院長・教授 

平成17年４月～ （兼務）内閣府本府参与・地方分権改革推進委員会事務局長 

平成23年４月～ 北海道大学公共政策大学院院長・教授 

平成26年４月～ 同大学法学研究科教授 

ね ら い 

 超少子高齢化・グローバル化等地方自治体の環境が構造的に変化し、経済社

会の諸活動の相互連関性が高まる中で行政経営も進化すべき時代に入ってい

る。本講義は、以上の構造変化を観察・認識しつつ、地域の持続性を確保する

ための地域政策、そして行政経営の基礎的視点を学び、新たな政策そして新た

な経営を思考するモデルを修得することをねらいとしている。 

講 義 概 要 

 地方自治体の人材・財源等既存資源の制約と経済社会の諸活動の相互連関性

が強まると共に、民間企業やNPOとのパートナーシップ等新たな行政経営の手法

も広がりつつある。同時に「まち・ひと・しごと創生政策」等を通じて、地方

自治体の政策企画力が求められる中で、いかに自治体運営を展開するか行政経

営の入門的視点を次の四つのブロックに分けて体系的に解説し理解を深める。 

①地域経済社会のパワーシフトへの理解

  超少子高齢化等地域経済社会の構造的変化の本質を一歩掘り下げて解説

し、個々の現象面の根底に位置している普遍的課題を見抜く視野を形成する。 

②政策・経営を科学することへの理解

①を踏まえ、政策・経営を思考する上で前提となる「実践的に科学する姿

勢」を学ぶ。行政経営を担う自治体職員としての思考の体系化を図る。 

③マイナンバー、ICT等新たな政策・制度がもたらすインパクトへの理解

  情報通信技術の変革（ICT）と行政経営の新たな展開に向けた視野の形成。 

④創造のための姿勢。

行政経営を巡る意識改革、異化効果とは何かを理解する。 

受講上の注意 
①新たな視点を発掘する期待感を持って受講して下さい。

②授業は、講義形式を基本としますが質問も織り交ぜます。

使 用 教 材 パワーポイントと参考資料で構成する講義資料により進めます。 

効 果 測 定 なし 

そ の 他 
(他の課目との関連) 

なし 
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３－３

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 政策法務 

時 限 数 ４時限 

担 当 講 師 

上智大学法学部教授 北村喜宣

＜プロフィール＞ 

1983年３月 神戸大学法学部卒業 

1986年３月 神戸大学大学院法学研究科博士課程前期課程修了 

1988年12月 カリフォルニア大学バークレイ校大学院

「法と社会政策」研究科修士課程修了 

1992年３月 神戸大学法学博士 

1989年４月 横浜国立大学経済学部講師 

1990年４月 同 助教授 

2001年４月 上智大学法学部教授（現職に至る） 

2005年４月 放送大学客員教授（～2017年3月） 

2012年 4月 上智大学法科大学院教授（～2017年 3月） 

2014年 4月 上智大学法科大学院長（～2016年 3月） 

ね ら い 

分権改革がもたらした法環境の変化を踏まえて、自治体は、地域特性を反映し

た法運用をすることが求められている。中央政府職員も自治体職員も、法律に

明文規定がなければ条例はできないと考えている。この発想の問題点を確認

し、法定事務に対して条例を制定する解釈論およびその実例を紹介する。 

講 義 概 要 

1．分権改革後の条例論 

2．自治体の「政策法務」という戦略 

3．法定自治事務と条例 

4．行政手続法制の重要性 

5．条例による自治体課題への対応 空き家条例 

受講上の注意 
政策法務は、憲法、行政法、地方自治制度と深く関わっています。それらを政

策法務の糸で紡いでいきます。 

使 用 教 材 

・講義レジュメ

・北村喜宣『自治力の躍動』（公職研）

・地方自治小六法

・行政法の授業で用いられるレジュメないしテキスト

効 果 測 定 なし 

そ の 他 

(他の課目との関連) 
「憲法」「行政法」「地方自治制度」 
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３－４ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 データサイエンス 

時 限 数 ２時限 

担 当 講 師 

総務省統計研究研修所 教官 赤坂 克也 

＜プロフィール＞ 

1993 年総務庁入庁。統計局で労働力調査を担当。国土交通省で首都圏白書、内閣

官房 情報通信技術室で電子政府構築等を担当。2015年 7月より現職。 

独立行政法人統計センター統計情報・技術部指導官 羽渕 達志 

＜プロフィール＞ 

1978 年総理府入庁。統計局で国勢調査、経済センサス等を担当。 

2012年統計センター製表部部長。2016年 4月より現職。 

ね ら い 

今、社会では、統計的な思考力によって様々な課題を解決していく能力、すな

わち“データサイエンス”力の高い人材が求められている。本講義では、デー

タサイエンス”力の向上を目指し、基本的なデータ分析及び GIS によるデータ

の可視化分析の基礎知識等を理解することをねらいとする。

講義概要 

Ⅰデータサイエンス入門 ～データ分析の基礎～（赤坂） 

データサイエンスの基礎知識、公的統計データの探し方、データの活用 

Ⅱ統計データと GIS～e-stat より（羽渕） 

jstat mapの使い方、jstat map の利用方法の紹介

受講上の注意 なし 

使 用 教 材 講義レジュメ（その他、参考資料配付予定） 

効 果 測 定 なし 

そ の 他 

(他の課目との関連) 
なし 
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４－１ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 地域政策とまちづくりの課題 

時 限 数 ２時限 

担 当 講 師 

㈱日本総合研究所調査部主席研究員 藻谷 浩介 

＜プロフィール＞ 

山口県生まれの52歳。平成合併前3,200市町村のすべて、海外72ヶ国をほぼ私費

で訪問し、地域特性を多面的に把握。2000年頃より､地域振興や人口成熟問題に

関し精力的に研究・著作・講演を行う。2012年より現職。近著にデフレの正体､

第七回新書大賞を受賞した里山資本主義（共に角川Oneﾃｰﾏ21）､金融緩和の罠（集

英社新書）､しなやかな日本列島のつくりかた（新潮社､７名の方との対談集）。 

ね ら い 

 地域政策における重点テーマは時代とともに変遷しているが、「まちづくり」

においても同様に、時代に合った取り組みが必要とされている。 

本講義では、今後のまちづくりについて、理解を深めることをねらいとする。 

講 義 概 要 

受講上の注意 
講師は極度のタバコアレルギーのため、講義会場周辺は完全に禁煙エリアとし、

喫煙者は必ず別フロアの喫煙室を使用すること。 

使 用 教 材 

効 果 測 定 なし 

そ の 他 

(他の課目との関連) 
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４－２ 

講義・演習概要（シラバス） 

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 地域経済の活性化と産業政策 

時 限 数 ２時限 

担 当 講 師 

京都大学大学院経済学研究科 教授 岡田 知弘 

＜プロフィール＞ 

富山県生まれ 

京都大学大学院経済学研究科博士課程後期課程退学 

岐阜経済大学講師、助教授を経て、京都大学大学院経済学研究科教授 

平成22年度から平成26年度まで京都大学公共政策大学院教授を併任、前院長。 

日本地域経済学会前会長、自治体問題研究所理事長 

ね ら い 

「地方消滅」論が注目されるなかで、地方自治体が中心となって、個々の地域産

業の個性に合った独自の産業政策を構築することが重要となっている。

地域産業・経済・社会を再生していくための地域づくりについて、「地域内再投

資力」という考え方を通じて、具体的・実践的に学ぶことをねらいとする。

講 義 概 要 

 本講義では、地方自治体で地域産業政策や地域づくり政策を展開していくた

めに必要な基礎知識と、多様な政策手段について、できるだけ具体的な事例を

交えながら、講述していく。講義は２時間にわたって行うが、おおよそ下記の

順序で展開する予定である。 

（１）地域のなりたちと地域産業・経済、地方自治体

（２）経済のグローバル化と地域産業・経済

（３）地域を「活性化」するとはどういうことか

（４）地域の活性化、地域づくりの具体例から学ぶ

（５）地域産業・経済の再生と地方自治体の役割

受講上の注意 
講義の理解度を高めるために、何らかの形で質疑応答の時間をとりたい。その

ため、積極的な受講をお願いしたい。

使 用 教 材 講義レジュメ

効 果 測 定 なし

そ の 他 

(他の課目との関連) 
なし

－１５－



４－３ 

SS 講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 環境政策の推進による持続可能な地域づくり 

時 限 数 ２時限 

担 当 講 師 

芝浦工業大学システム理工学部教授 中口毅博 

＜プロフィール＞ 

中口毅博（なかぐちたかひろ） 

1959年静岡県三島市生まれ。1983年筑波大学第２学群比較文化学類卒業。2001

年に東京工業大学で博士(学術)を取得し、ＮＰＯ法人環境自治体会議環境政策

研究所所長・芝浦工業大学システム理工学部環境システム学科助教授に就任、

2007年より同教授。2012年より 2017 年まで環境自治体会議事務局長、同年よ

り愛媛県内子町に住民票を移し首都圏との二地域居住を始める。自治体の環境

政策、環境教育・ESDなどの分野で実践活動をしながら研究している。2016年、

内子町の子どもの環境学習支援を通じまちの活性化を目指す NPO 法人「内子

未来づくりネットワーク（うちみづネット）」を町内のお母さん達と設立し、

顧問として活動中。内子町の子ども達には「ながぐつ先生」として親しまれて

いる。主な編著書に『環境自治体白書 2016-2017』『LAS-E でつくる環境自治

体』『環境マネジメントとまちづくり―参加とコミュニティガバナンス』『環境

自治体づくりの戦略―環境マネジメントの理論と実践―』など。環境科学会誌

などに学術論文多数。 

ね ら い 

・持続可能な地域づくりという観点から、自治体の環境政策は環境という枠を

超え全部門で取り組むことの重要性を理解する 

・環境部門でなくても環境の取り組みは可能であることを理解し、自分の部署

で実行可能な環境に関する取り組みを選定するスキルを習得する 

講 義 概 要 

温暖化対策と環境学習・ESD 政策についての概念や政策の方向性について解説

した上で、日本やドイツの自治体における環境政策や持続可能な地域づくりの

取り組み事例を幅広く紹介する。これらの紹介した事例の中から自分の部署で

出来そうな事例を選定する作業を行い、他の受講生と意見交換する。 

受講上の注意 なし 

使 用 教 材 講義レジュメ、『環境自治体白書 2016-2017』生活社 

効 果 測 定 独自ワークシート 

そ の 他 

(他の課目との関連) 
なし 

－１６－



４－４ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 
「災害危機管理」

最近の地震災害を踏まえて、－今後の防災対策と危機管理のあるべき姿－ 

時 限 数 ３時限 

担 当 講 師 

東京大学教授 生産技術研究所 都市基盤安全工学国際研究センター長 目黒公郎 

＜プロフィール＞ 

１９９１年 東京大学大学院工学系研究科博士課程修了、工学博士

１９９１年 東京大学生産技術研究所助手

１９９５年 同 助教授

２００４年 同 教授

２００６年より２０１０年まで 東京工業大学特任教授兼務

２００７年より現在まで 東京大学生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センター長

２００８年より現在まで 放送大学客員教授（兼務）

２０１０年より現在まで 東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター教授（兼務）

２０１１年より現在まで 日本学術会議連携会員

２０１３年より現在まで 国際連合大学（UNU）Adjunct Professor（兼務） 
２０１５年より２０１７年まで 日本地震工学会会長

２０１５年より現在まで （公）地域安全学会副会長

２０１６年より現在まで 日本自然災害学会副会長

２０１６年より現在まで 内閣府本府参与

ね ら い 

東日本大震災では、大規模な津波の発生などにより、多数の死傷者、建物被害など未曾

有の被害が生じ、改めて防災対策の重要性が問われている。また、2016 年の熊本地震災

害とその対応は、自治体が今後進めるべき防災対策に様々な教訓を示している。 

2T本講では、災害発生のメカニズムと防災の基本を学ぶとともに、将来の被害を最小化

するために、事前から復旧・復興期まで災害対策を、どのように考え、どのように効率的

に進めていくべきか、自治体職員（特に災害対応の責任者）が参考にできるよう実践的知

識を習得する。また地域防災計画のあるべき姿とその運用法を学ぶこともねらいとする。 

講 義 概 要 

第０部 自己紹介と防災のための研究以外の活動 

第１部 東日本大震災の教訓 

第２部 熊本地震の教訓 

第３部 首都直下の地震災害で怖いこと（津波災害以外で） 

第４部  大地震は明日起きても不思議ではない 

第５部 防災対策の基本 

第６部 今後の我が国の巨大地震対策 

第７部 災害イマジネーション能力を身につける（防災教育の大切さとその手法） 

第８部 防災／危機管理マニュアルと災害情報のマネジメント 

第９部 耐震補強を進めるには 

第 10 部 我が国の防災／危機管理のあるべき姿のまとめ 

受講上の注意 特になし

使 用 教 材 講義レジュメ、目黒公郎・村尾修『地域と都市の防災』（放送大学教育振興会）

効 果 測 定 なし

そ の 他 

(他の課目との関連)
なし

－１７－



４－５ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名  多文化共生と地域社会 

時 限 数 ２時限 

担 当 講 師 

田村太郎 

＜プロフィール＞ 

９５年１０月 多文化共生センター事務局長 

９７年４月 同センター代表（法人化に伴い０１年から理事長） 

０５年４月 自治体国際化協会参事 

０７年１月 ダイバーシティ研究所 代表（法人化に伴い０９年から代表理事） 

１１年３月 内閣官房企画官（非常勤） 

１２年２月 復興庁上席政策調査官（非常勤） 

１４年４月 復興庁復興推進参与（非常勤） 

ね ら い 

国籍や文化のちがいを受け入れ、対等な関係を築こうとしながらともに地域を

構築していく「多文化共生」の概念への理解と、人口変動やグローバル化によ

って変化する地域の現状をふまえ、これからの地域社会のあり方について多文

化共生の視点から自治体に求められる役割について考える。 

講 義 概 要 

１．日本で暮らす外国人の概要 

 統計資料をもとに在留外国人の現状を紹介 

２．多文化共生をめぐる施策の変遷 

 国内の主な自治体施策の変遷と海外の移民に関する都市政策を解説 

３．地域における多文化共生の推進について 

総務省のプランなどを紹介しながら、地域で多文化共生を進めるうえでの 

ポイントを解説 

受講上の注意 
「地域における多文化共生推進プラン」（2006 年 3 月総務省）および「多文化

共生事例集」（2017年 3月総務省）に目を通してくること 

使 用 教 材 当日配布 

効 果 測 定 なし 

そ の 他 

(他の課目との関連) 
なし 

－１８－



４－６ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 自治体の教育行政・制度とその課題 

時 限 数 ２時限 

担 当 講 師 

東京大学大学院教育学研究科准教授 村上 祐介 

＜プロフィール＞ 

平成11年3月 東京大学教育学部卒業 

平成16年3月 東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学 

（平成21年2月 博士（教育学）の学位取得（東京大学）） 

平成16年4月 日本学術振興会特別研究員 

平成17年10月 愛媛大学法文学部講師、准教授 

平成21年4月 日本女子大学人間社会学部准教授 

平成24年4月 東京大学大学院教育学研究科准教授（現在に至る） 

ね ら い 

 教育分野は自治体の行政にとって大きな比重を占める政策領域であるが、そ

の法制度は他の行政分野と比べて独特な面もある。本講義では、教育法の体系

と原理や、主要な教育関係法の骨子や意義、理念などを解説し、教育法のしく

みと最近の政策動向への理解を深める。 

講 義 概 要 

第１回：教育法の体系と原理 

１．教育法の体系 

２．教育法の理念・原理 

第２回：教育法の基本事項 

１．教育基本法 

２．学校教育法 

３．地方教育行政 

受講上の注意 特になし 

使 用 教 材 講義レジュメを配布する。 

効 果 測 定 なし 

そ の 他 
(他の課目との関連) 

なし 
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５－１ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 地方公共団体における女性職員の活躍・働き方改革の推進 

時 限 数 １時限 

担 当 講 師 

総務省自治行政局公務員部女性活躍・人材活用推進室長 中里 吉孝 

＜プロフィール＞ 

平成８年 旧総務庁（現総務省）入庁 

  （中略） 

平成 18 年 在英国日本国大使館一等書記官 

平成 21 年 内閣府 情報公開・個人情報保護審査会事務局 課長補佐 

平成 23 年 総務省 人事・恩給局 参事官補佐 

平成 25 年 内閣府 公益認定等委員会事務局 審査監督官 

平成 27 年 厚生労働省 年金局 事業企画課 年金事業運営推進室長 

平成 29 年 現職 

ね ら い 

女性地方公務員の活躍は、各自治体における経営戦略上の重要課題となって

います。これを推進するためには、長時間勤務の是正等の働き方改革や、人事

管理の抜本的な変革が必要です。 

受講者の方が、女性活躍推進の意義・重要性や取組内容について理解を深め、

各自治体の現場でこれを率先実行するリーダーとして活躍していただくことを

本講義のねらいとしています。 

講 義 概 要 

平成 27年に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女

性活躍推進法）は、同 28 年４月に完全施行され、「特定事業主行動計画」は二

年度目に入りました。各団体は、これに基づき、目標の達成に向け着実に取組

を進めています。講義では、女性地方公務員の活躍に係る現状及び課題、時間

外勤務の状況、先進的な取組事例等について説明します。 

Ⅰ 女性地方公務員活躍の現状と課題 

Ⅱ 時間外勤務の状況 

Ⅲ 先進的な取組事例 

受講上の注意 

総務省が毎月発行している「地方公務員月報」では、女性活躍やワークライフ

バランス等に関する自治体や民間企業の取組事例を随時紹介しています。各自

治体の人事担当課に配布しておりますので、是非ご一読ください。 

使 用 教 材 講義レジュメ 

効 果 測 定 なし 

そ の 他 

(他の課目との関連) 
関連課目「ワークライフバランス」 
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５－２ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 人間関係論 

時 限 数 ２時限 

担 当 講 師 

法政大学経営大学院 

イノベーション・マネジメント研究科 教授 高田 朝子

＜プロフィール＞ 

モルガン・スタンレー証券㈱勤務を経て、サンダーバード国際経営大学院国際

経営学修士（MIM）、慶應義塾大学大学院経営管理研究科経営学修士（MBA）、同

博士課程修了。経営学博士。専門分野は組織行動、リーダーシップ。 

 【主な著書】 

『女性マネジャー育成講座』生産性出版 

『人脈の出来る人 人は誰のために「一肌ぬぐ」のか？』（慶應義塾大学出版会） 

『危機対応のエフィカシー・マネジメント－「チーム効力感」がカギを握る－』 

（慶應義塾大学出版会） 

『組織マネジメント戦略（ビジネススクール・テキスト）』（共著、有斐閣） 

ね ら い 組織のマネジメントで重要となる人間関係について学ぶ。 

講 義 概 要 

人間関係は組織マネジメントを上手に行うための基本である。本講義では、ま

ず人間関係の構造を理解することから始まり、その後どのようにチームや組織

をマネジメントするのか、また現状比較的少数派である女性マネジャーとして

どのようなことに留意するのか、もしくはしないのかについて講義とグループ

ワークを通じて理解を深めます

受講上の注意 

教科書を読んでおくこと。同時に日々の職場と職務において、特に人間関係や

動機づけの面から考えて、どのようでありたいか、現状では何が不足している

か、などを事前に考えておくようにして下さい。 

使 用 教 材 PPT（当日配付）、教科書 『女性マネジャー育成講座』生産性出版 

効 果 測 定 なし 

そ の 他 

(他の課目との関連) 

－２１－



５－３ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 
ワークライフバランス

～個人も組織も成長するワークライフバランス～ 

時 限 数 １時限 

担 当 講 師 

㈱佐々木常夫マネージメント・リサーチ 代表取締役 佐々木 常夫 

＜プロフィール＞ 

1969年 東京大学経済学部卒 東レ入社 

2001年 取締役 経営企画室長 

2003年 ㈱東レ経営研究所 代表取締役社長 

2010年 ㈱東レ経営研究所 特別顧問 

2013年 ㈱佐々木常夫マネージメント・リサーチ 代表取締役 

ね ら い 

担当講師の佐々木先生は、家族の病気などにより、全ての育児・家事・看病をす

るため、毎日６時に退社する必要に迫られながら、家庭と仕事の両立を実践してき

た、ワークライフバランスのシンボル的存在である。誰もが心身ともに健康との前

提で成り立つ働き方を考え直し、ワークライフバランスについて理解・実践するこ

とをねらいとする。 

講 義 概 要 

 上記のねらいに基づき、実際の体験談も踏まえて、ワークライフバランスを

実現していくための家庭や仕事のマネジメント、仕事術などについて、講義を

進めていく。 

受講上の注意 
講義で学んだことで満足するだけではなく、日々の習慣や職場での実践へと

是非つなげていって欲しい。 

使 用 教 材 
講義レジュメ、当日プロジェクター投影用PPTデータ 

「働く君に贈る25の言葉（WAVE出版）」 

効 果 測 定 なし 

そ の 他 

(他の課目との関連) 
なし 
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５－４ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 組織・行政の危機管理 

時 限 数 ２時限 

担 当 講 師 

（株）田中危機管理広報事務所 代表取締役社長 田中正博 

＜プロフィール＞ 

1962年 早稲田大学文学部卒、同年、電通パブリック・リレーションズ社。 

パブリシテイ局長、常務取締役、専務取締役、顧問。 

2001年、田中危機管理広報事務所を設立。2010 年から現職。 

これまで、緊急記者会見、クレーム対応、欠陥商品問題、訴訟問題、不祥事な

ど２,０００件を超える組織の危機管理コンサルティング業務を担当。 

静岡県ジャンル別広報アドバイザー（H19.4～）、事業構想大学客員教授（H24

４～Ｈ29．3）(社)東京商工会議所 危機管理アドバイザー（H17.4～Ｈ25，3） 

(社)建設広報協議会理事（H19.4～Ｈ19，4） 

ね ら い 

自治体の真の危機＝｢不祥事｣の発生する原因や発生時の管理職の心得、失敗

から学ぶ行政の危機管理、緊急記者会見時の応答の心得など、豊富な事例をあ

げて、実践的な対応スキル能力と対応能力の習得を狙いとする。

講 義 概 要 

公務員の不祥事は、今、自治体にとって危機管理の最重要課題である。係長

にはこの時代認識を自覚し、職場の一人一人に危機管理意識を浸透させていく

ミッションが求められている。係長の意識次第で、間違いなく職場の不祥事は

減少できる。職場の不祥事は「なぜ起きるのか」。自治体でのさまざまな事例を

取り上げながら、その原因を把握し、次に「どうした防げるのか」その具体策

について、実践的な視点から分かり易く説明する。

特に｢こんな時、どう対応する？｣という職場の危機発生時の対応について、

研修生自らが当事者意識を持って考えてもらう演習課題を事前に提示するの

で、改題解決に取り組んでいただきたい。 

その他、項目としては次のとおり。 

１．不祥事を超す「3つの原因」を知る 

２．不祥事防止重要なのは「知識」より「意識」である 

３．係長（職場のリーダー）としての危機管理の必須知識と心得 

４．演習課題「こんな時、どう対応する？」 

受講上の注意 演習課題については、必ず事前に各自で検討してくること。

使 用 教 材 
テキスト『実践・危機管理広報』改訂版（田中正博著 時事通信社出版局）

講義レジュメ

効 果 測 定 なし

そ の 他 

(他の課目との関連) 
なし

－２３－



５－５ 

講義・演習概要（シラバス） 

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 情報公開と個人情報保護 

時 限 数 ２時限 

担 当 講 師 

東京大学大学院教授 宇賀 克也 

＜プロフィール＞ 

1978年 3月 東京大学法学部卒 

1978年 4月 東京大学法学部助手 

1981年 7月 東京大学法学部助教授 

1990年 8月 ハーバードロースクール客員教授

1994年 8月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

ね ら い 

 情報公開・個人情報保護については、行政のあらゆる分野に関連する基本的

かつ不可欠な制度であり、ほぼ全ての地方公共団体で導入・運用されている。 

本講義では、両制度を具体的かつ実践的に理解することをねらいとする。 

講 義 概 要 

情報公開と個人情報保護の論点について解説する。自治体行政の現場で実際

に職員が直面している具体的問題を素材にして、法的論点を解説する実践的な

授業を行う。

受講上の注意 質問を行う場合には、必ず自分または所属団体の意見を示すこと。

使 用 教 材 
宇賀克也：新・情報公開法の逐条解説［第７版］（有斐閣）

宇賀克也：個人情報保護法の逐条解説［第５版］（有斐閣）

効 果 測 定 なし

そ の 他 

(他の課目との関連) 
なし

－２４－



５－６ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 自治体訟務（住民訴訟） 

時 限 数 ２時限 

担 当 講 師 

弁護士 松崎 勝 

＜プロフィール＞ 

昭和４６年１０月 司法試験合格 

昭和４７年 ３月 東京大学法学部卒業 

昭和４７年 ４月 司法研修所入所 

昭和４９年 ４月 判事補佐官（横浜地方裁判所） 

昭和５２年 ３月 判事補退官 

昭和５２年 ４月 弁護士登録（第１東京弁護士会） 

ね ら い 

近年、自治体の支出に対する住民の目が厳しくなっており、住民監査請求や

住民訴訟への対応もますます重要となっている。 

本講義では、住民訴訟の訴訟要件などにかかる具体的な判例を通じて、住民

訴訟の基礎を理解することをねらいとする。 

講 義 概 要 

第１ はじめに―地方公共団体と訴訟 

第２ 社会生活と法律―法律の基本（意思主義）について 

第３ 我が国の訴訟（裁判）制度について 

１．訴訟（争訟）とは？ ２．法律の解釈について、３．判例について、 

４．訴訟（裁判）についての雑学 

第４ 自治体訟務について 

１．訴状が送達された場合の対応、２．第１回口頭弁論期日について 

３．その後の進行、４．証人調べ、５．判決言渡、 

６．判決に対する不服申立 

第５ おわりに 

１．裁判において最も重要なこと―事実の確定 

２．証拠について―証明力について、３．訴訟に対する心構え 

受講上の注意 なし 

使 用 教 材 講義レジュメ 

効 果 測 定 なし 

そ の 他 

(他の課目との関連) 
なし 

－２５－



６－１

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 事例演習 

時 限 数 １９時限 

担 当 講 師 

自治大学校客員教授  野上  豊 自治大学校客員教授  長谷川 彰一 

自治大学校客員教授  高尾 和彦 自治大学校客員教授  丸山 淑夫 

自治大学校客員教授  満田 誉 自治大学校客員教授  藤島  昇 

自治大学校教授 岡﨑 洋子 （以上７名） 

ね ら い 

地方公共団体が直面する重要な政策課題に対する取組の先進事例について、

集団討議の方法により、テキスト型、持寄型の演習を行う。これにより、問題

発見・問題解決能力を養成するとともに、論理的思考力やコミュニケーション

能力の向上をねらいとする。 

講 義 概 要 

 演習は１５～１６名の班に分かれて行うこととし、班内に４つの小グループ

（各小グループ３～４名）を設ける。 

【テキスト型】 

「課題研究用事例」のうち指導教官が指定したものについて、指示された検

討課題について、まず小グループで事前討議を行う。その上で、指導教官の出

席のもと、班員全員により討議を行う。 

【持寄型】 

研修生より提出された事例のうち指導教官が指定したものについて、テキス

ト型と同様の流れで討議を行う。

受講上の注意 各指導教官の指示に従うこと。 

使 用 教 材 
・課題研究用事例（全３冊）

・研修生の提出事例のうち、指導教官が指定したもの

効 果 測 定 個人単位による採点で評価 

そ の 他 
(他の課目との関連) 

なし 

－２６－



６－２ 

講義・演習概要（シラバス）

第 1部・第 2部特別課程第 34期（平成 30年 1月 16日～平成 30年 2月 9日） 

課 目 名 ファシリテーション演習

時 限 数 ３時限 

担 当 講 師 

市民社会パートナーズ代表 庄嶋 孝広（しょうじま たかひろ）

＜プロフィール＞

平成 9年 3月 慶應義塾大学経済学部卒業 民間企業、NPO法人勤務を経て 

平成 18年 7月 市民社会パートナーズ開業 

平成 19年 4月 千葉県四街道市任期付職員（市民活動推進室主査補）兼業 

平成 23年 4月 東京都大田区非常勤職員（地域力連携協働支援員）兼業 

ね ら い 

これからのリーダーには、様々な意見を集約して、合意形成を図る能力が強

く求められる。

本講義では、会議進行の技術であるファシリテーションの演習を通じて、合

意形成手法の修得を図ることをねらいとする。 

講 義 概 要 

発言しやすい雰囲気を演出し、積極的・主体的に参加できるように促す会議

進行の技術であるファシリテーション、なかでも、行政内部の会議や市民参加

の会議などにおけるファシリテーションについて、講義と演習を通して学ぶ。

○ファシリテーションの基礎

「意見を引き出す」「論点を整理する」「結論を出す」という３つの要素につ

いて、スキット（模擬会話）などを通じて、ポイントを学ぶ。

○付箋を使って会議する（KJ 法の応用）

付箋に情報やアイデアを書いて出し合い、傾向を整理する方法を学ぶ。

○板書しながら会議する（ファシリテーショングラフィック）

壁に貼った模造紙などに板書しながら会議を進行する方法を学ぶ。

受講上の注意 
・グループでの演習が中心となるため、積極的に参加してほしい。

・学んだことを、課程を通じて行うグループ討議でも生かしてほしい。

使 用 教 材 ・講義レジュメ

効 果 測 定 なし 

そ の 他 

(他の課目との関連) 
なし 

－２７－
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